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やんばる地域の文化等 
 
 やんばる地域の人々の暮らしの中に生きている祭や行事、遊び、伝統工芸などの文化的な

資源や物産、人々に親しまれ利用されている野外活動の場などの資源を整理した。 
（「平成１０年度 やんばる地域自然環境保全活用基本計画検討調査報告書（平成１１年３

月）」より抜粋） 
 
１．やんばる地域の文化 

（１）祭と行事 
 各集落では、１年中各種の伝統行事が存続されていいるが、踊り手の高齢化や過疎化が進

行し若者が減少しているため、各行事は簡素化されている。各集落ごとに様式にはそれぞれ

特徴がある。 
 琉球政府時代に定められた宗教上のシステムにおける神官にあたるノロや、根神（ニーガ

ン）、カミンチュ、といった役割を持つ人々は、現在でも祭や行事を取り仕切り、重要な役割

を果たしている。しかし、普段は集落を離れ都会で生活し、祭や行事に合わせて帰郷するケ

ースや、カミンチュが集落にいなくなったケース等が見られ、昔と比較するとこれらの人々

の生活形態は変化しているといえる。 
 ３村の各集落に残る行事・祭事を表１－１～１－２に示す。 
 行事・祭事の内容から、生活に恵みを与えてくれる自然への感謝や祈願等が祭の精神の根

幹をなしていることがわかる。 
 
（２）自然素材を用いた文化 
１）伝統工芸 
 やんばる地域では、染織、紙づくり、焼き物、木工等、自然の素材を用いた数々の伝統工

芸が行われている。 
 喜如嘉集落が有名な「芭蕉布」は、やんばる地域が沖縄県下で唯一、今でも生産が続けら

れている地域であり、地域を代表する伝統工芸といえる。また、やんばる地域は、陶芸に適

した土を産出することから、２０年前頃から大宜味村に陶芸家が在住している。 
 やんばる地域に伝わる主な伝統工芸を表２に示す。 
 現在は途絶えていても技術の継承によって復活が可能な伝統工芸もあり、やんばるの独自

性のアピールと地域活性化に結びつけることが期待される。 
 

表２ やんばる地域の主な伝統工芸 
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表１－１ 各集落に残る行事・祭事 
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表１－２ 各集落に残る行事・祭事 
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２）自然を使った遊び 
 やんばるでは、生きものは子どもたちの絶好の遊び相手であった。川でエビやウナギ、カ

ニ、川魚を捕まえたり、ヒヨドリやメジロを罠に仕掛けて捕り食べる等して遊んだ。このよ

うな遊びは男の子に多く見られるが、女の子も貝殻をおはじきにしたり、シシダマ（ジュズ

ダマ）の実を数珠つなぎにしたり、アダンの葉で風車を作ったりなど、自然の素材で遊んだ。

これらのおもちゃを作り、自然と格闘して遊んだ昔の子どもたちは今もやんばる地域に健在

であり、遊びの掘り起こしも可能である。ともすればコンピューターゲームなどの室内遊び

に終始しがちな現代の子どもたちにとって、やんばる地域の遊びを体験させることは、自然

とのつながりを再確認する貴重な機会となるであろう。 
 やんばるの子どもたちが親しんだ昔のおもちゃ遊びを表３に示す。 
 

表３ やんばる地域の昔のおもちゃ・遊び 
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２．合理的土地利用にみる空間概念～自然を一体として捉える空間認識～ 

（１）海から山までを合理的に使い分け、資源を守ってきた土地利用 
 やんばる地域では、集落を基本単位とした土地利用がなされてきた。集落は海に面してお

り、一つの水系が形づくる空間を集落全体の生活空間として利用している。集落を中心とし

て同心円上に耕地、薪炭材を採った区域、建築材を採った区域、その後背にあまり手が加え

られなかった区域が分布している。耕地と薪炭材利用区域の間には猪垣が築かれている。尾

根筋が隣の集落との境界とされており、習慣的に山仕事の際に立ち入らないようになってい

た。また、低地でも耕地として適さない場所は荒れ地となっている。（図１・２） 
 

 
図１ 集落を中心とした利用にみる空間概念 

 
１）耕地 
 住宅が立地する周囲の平地や山の斜面を切り拓いて耕地がつくられた。特に終戦直後は人

口が増えたため、耕地が大きく拡大され、遠くまで段々畑がひろがった。傾斜のきつい場所

は焼き畑（アキケーバタ）がつくられ、３年ごとに場所を移して耕作された。 
２）猪垣 
 耕地と薪炭材利用区域の間には農業に被害を及ぼすイノシシの侵入を防ぐための猪垣が築

かれた。集落単位で築かれた大垣（ウフガキ）は、耕地部の外側を縁取って隣の集落まで続

いていた。石、サンゴを積んで築かれており、崩壊などによるイノシシの侵入を防ぐため、

集落住民による共同管理が行われていた。 
３）薪炭材利用区域 
 猪垣より奥で林業が行われており、その中でも集落に近いところでは薪炭材を採った。こ

の区域では薪炭材を皆伐していた。シイ・カシが最も炭材として多く用いられており、木炭

に適した大きさの木に育つまで約２５～３０年程度かかった。川沿いには炭焼き窯が点在し
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山中で炭を焼いていた。 
４）建築材利用区域 
 建築材に適する大きさの木は薪炭材を採る区域よりさらに奥に入った場所に生育している。

良い材を求めてまだ伐られていない奥部に伐採範囲を拡げていったが、材を運搬する労力の

限界が利用区域を決めていたといえる。一人の山工（やまく：角材をとって生業としている

者）が年間に２０町歩前後の山林の大木を伐採していた。 
５）源流域 
 河川の源流域にあたるエリアでは、集落からの距離が遠いため林業の利用が困難であり、

あまり手が加えられていない。山地中央部の脊梁部がこのエリアにあたる。 
 
 また、やんばる地域３村を一体として捉えると、このような土地利用上の区分が中央の脊

梁を挟んで東西対称に見られ、海岸部に集落及び耕地、その内側に薪炭材、建築材利用区域

脊梁部にあまり手が加えられなかった区域が分布している（図２）。また、所々、山中にも集

落が点在している。 

 
図２ やんばる地域全体の土地利用にみる空間概念 
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（２）海から山をひとつながりと捉える空間認識 
 海と山に囲まれたやんばるの集落では、海と山を一つの空間として捉え、そこから自然の

恵みを受けているという空間認識をしている。海神祭（ウンジャミ、ウンガミ）はこれを象

徴的に表している。海神祭は毎年あるいは１年沖おきに旧盆明けの初亥の日に海の幸と山の

幸をともに祈願する祭であり、海の神、山の神への祈願を同時に行う点にやんばるの人々の

自然観をみることができる（図３）。 
海にも山にもそれぞれ神がおり、祭の時には両者が出会うとされている。 

 

 

図３ 海神祭（ウンジャミ・ウンガミ）にみるやんばる地域の空間認識 
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（３）日々の生活に深く関わってきた海・川・山 

１）海との関わり 

 海の彼方に常世があるとするとニライカナイ信仰にみられるように、人々は海を信仰の対

象としてきた。漁で生計を立てる海人（うみんちゅ）も、海人以外の人々も日常的に漁を行

い、海は生活の糧を得る場としても重要であった。漁に出るときの様々な禁忌は、海に対す

る畏敬の念を表しているといえる。陸路が発達していなかった頃は、集落間であっても、海

路を使って往来していた地域があった。やんばる船が出入りし、他地域との物資の交流が活

発に行われる場であった。 
２）川との関わり 

 川はかつて子どもたちの絶好の遊び場であった。魚捕りや水遊びを通して子ども時代から

川に親しんだ。また、正月の若水とりを川で行ったり、祭の始まりに川の水で禊（みそぎ）

を行うなど、信仰の対象でもあった。川魚にとって良好な生息環境があった時代は、様々な

方法で川魚を捕って食べていた。さらに集落の共同作業であるブーが川でも行われ（川ブー）、

川底の浚渫作業などを集落住民が協力して行い、集落の結束を強める場でもあった。また、

林業では上流から木材を運搬するために、川の水の流れを利用して運搬していた。 
３）山との関わり 

 一つの水系を生活空間としているやんばる 3村では、山は集落を取り囲み、水源を涵養し、
生命を守る存在であった。また、戦後は、「山稼ぎ」と呼ばれ、山で生計を立てていた者が多

かった。薪炭材・建築材を都市に供給し、都市との交流の接点でもあった。さらに、豊かな

恵みを与えてくれる山に対する信仰は海神祭、シヌグなどの祭りの場面に表れている。 
やんばる地域の海・川・山との関わりの模式図を図４に示す。 

 
図４ やんばる地域の海・川・山との関わり 
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３．３村のあゆみ 

 

（１）国頭村 

 
国頭村村勢要覧より 

 

 

・１６７３年 国頭間切から大宜味村が分離、番所は根謝銘城分離と同時に国頭番所は浜に 

・１７３２年 番所は奥間に。 

・１９０８年 村を字に改称。 

・１９４５年 国頭村、大宜味村、東村の３村で辺土名市となる。 

・１９４６年 辺土名市廃止、国頭村となる。 
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（２）大宜味村 

大宜味村村勢要覧より 

 

 

・１６７３年 田港間切設置（尚貞王５年）番所は塩屋。 

・１６９５年 田港間切を大宜味間切と改称する。 

・１９０８年 大宜味間切が大宜味村になり、各村が字に改称。 

・１９１１年 役場を字大宜味に移す。 

 

 

大宜味村の歴史は1673年尚貞王5年（延宝元年）、羽地間切から平南・津波の2村と国

頭間切から屋嘉比・城・根謝銘・喜如嘉・饒波・根路銘・塩屋・前田・屋古・田港・渡野

喜屋の11村を分かち、13村をもって田港間切を創設したことにはじまる。  

 その後 1695年尚貞王 27年（元禄8年）、屋古・前田の 2村を併せて屋古前田とし、国

頭間切から川田・平良の2村を分かち、また親田・見里・一名代・大宜味の4村を新設し

て18村をもって大宜味間切と改称した。 

 

さらに 1719年尚敬王 7年（享保 4年）には川田・平良の 2村は久志間切に合併され、

ここに現在の大宜味村の形ができあがることとなった。 

 

 1908年（明治 41年）沖縄県島しょ町村制（特別町村制）が施行され初代村長は県知事

に、また収入役と書記は国頭郡長より任命された。 

 

その後 1920年（大正 9年）には普通町村制が施行され、それまでの官撰村長から民選

村長へ、助役・収入役は村長の推薦と村会の承認により決まる形となって、現在の大宜味

村体制が発足した。 

 

 地域の基本単位となる字（古くは村）は、1903年（明治 36年）には県令により屋古前

田を田港に合し、根謝銘・一名代・城を併せて謝名城と称し、親田・屋嘉比・見里を併せ

て田嘉里と改め、平南を津波に合した。以降さらに幾多の合併分離をくりかえし、現在で

は田嘉里・謝名城・喜如嘉・饒波・大兼久・大宜味・根路銘・上原・塩屋・屋古・田港・

押川・大保・白浜・宮城・江洲・津波の17字となっている。 



資料３ 

 11 

（３）東村 

 

東村村勢要覧より一部抜粋 

 

 

・１９２３年 久志村（現名護市）より有銘、慶佐次、平良、川田、宮城の５か字をもって

分離独立し、東村が誕生。役所は字川田に設置。 

・１９２４年 字宮城を分けて字高江が新設され６行政区となる。 

・１９４５年 米軍沖縄本島へ上陸、村民の一部羽地村田井等に収容される。平良、川田、

宮城の大半の区民が大宜味村根謝銘に収容される。 

・１９４６年 役所を川田から平良に移転。 


